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令和元年5月27日

令和元年千葉市教育委員会会議第5回定例会

千葉市教育委 貝会〆



千葉市教育委員会会議 第5回定例会議事日程

令和元年5月27日（月）

午 後 2 時 開 会

l 開会

2 会議録署名委員の指名

3 会期の決定

4 議事日程の決定

5 非公開審議の決定

6 報告事項

(1) 令和元年第1回千葉市議会臨時会について ･･･…… 1少

[総務課]

(2) 令和元年5月1日現在の児童生徒数につし】て ……・・・ 3

［学事課］

7 議決事項

議案第24号令和2年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採

択方針について ……… 5

［教育指導課I

議案第25号令和2年度使用高等学校用教科用図書の採択方針

について ……… 7

［教育指導課］

8 臨時代理報告

報告第7号 職員の処分について

［教育職員課］

報告第8号 職員の人事について

［教育職員課］

9 その他

10 閉会



告事項（1）報

令和元年第1回千葉市議会臨時会について

教育総務部総務課

会 期1

令和元年5月15日及び16日

提出議案の審議状況2

（1）専決処分について

（平成31年度千葉市営一般会計補正予算傑1号）） （平成31年4月17日）

【H31教委議案第21号】

※5月]_6日の本会議において承認された。
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’令和元年5月1日現在の児童生徒数について

学校教育部学事課、

l 児童生徒数について

千葉市立小中学校の児童生徒数について、毎年、文部科学省が行う学校基本調

査に合わせて5月1日現在の数値を調査している（各小中学校からの報告を受け

ている)。調査の結果、令和元年.5月1日現在の児童生徒数は、小学校で男子

24,291人、女子23,143人の計47,434人であり、中学校では、男子11,876人、

女子11,214人の計23,090人であった。

ノ

2直近5年間の千葉市立小中学校児童生徒数の推移（特別支援学級在籍者数を含む）

（単位二人）

卜

3直近5年間の千葉市立小中学校特別支援学級児竜牛徒数の推移

(単位:人）

I
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H.27 H28 H29 H30 R1

小学校

男

女

計

25,445
24 412

49 857

25,195

1 24,123

49,318

24,861

23,674

48,535

24,594
23 548

48 142

24，291

23,143
47 434

中学校
ﾄ

男

女

計

12

11

24

609

956

565

12,420

11,882

24,302

12,285

11,709

23，994

11

11

23

953

377

330

11

11

23

876

214

090

H27 H28 H29 H30 R1

小学校

I

男

女

計

455

202

657

490

204

694

477

204

681

452

195

647

433

187

620

中学校
1

1

男

女

計

259

121

380

242

102

344

234

108

342

211

104

315

239

110

ノ
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議案第24号1

令和2年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針について

令和2年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針について、次

のとお‘り定めるものとする。

令和元年5月27日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

1 採択対象教科用図書

（1）小学校用教科用図書（令和2年度使用）

（2）学校教育法附則第9条の規定による教科用図書(令和2年度使用）

2 採択期間’

令和元年8月31日まで

3 採択方法

（1）千葉市教科用図書選定委員会設置要綱に基づき、教科用図書選定

委員会及び専門調査員会を設置し、教科用図書に係る調査研究及び

選定（以下‘｢調査研究等」という） を行う。

（2）前記専門調査員会を組織する専門調査員は、教科用図書について

識見を有する校長又は教員のうちから教育委員会が委嘱する。なお、

十分な調査研究を行うため、所要の人数を委嘱するものとする。

（3）教科用図書選定委員会における調査研究等の報告を受け、教育委

員会が、令和2年度使用教科用図書の採択を行う。

4 教科用図書の内容に関し、考慮すべき事項

令和2年度に市立義務教育諸学校において使用する教科用図書につ

いては、千葉県教､育委員会の通知、「選定資料」及び「選定資料」作成

の基本的観点をもとに、千葉市の児童生徒及び地域性への適合等を勘

案し、採択を行う。

5 情報公開

採択の透明性及び公正確保の観点から、採択事務の終了する令和元

年9月1日以降、採択に係る資料を公開する。

｜



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

令和2年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針について、

千葉市教育委員会組織規則第8条第10号の規定により、議決を求め

るものであります。
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議案第25号

令和2年度使用高等学校用教科用図書の採択方針について

令和2年度使用高等学校用

り定めるものとする。

令和元年5月27日提出

教科用図書の採択方針について、次のとお

千葉市教育委員会教育長 磯野和美

1 採択対象教科用図書‘

高等学校用教科用図書（

2，．採択期間，

令和元年8月31日まで

3 採択方法I

L

令和2年度使用）

』

I

（1）校長は､‘校内において研究会を開催するなど教科用図書の調査研

究を行い、選定が慎重かつ公正に行われるようにする。

（2）選定に当たっては、令和2年度使用教科書目録に登載されている

もののうちから、文部科学省が収録した「教科書編集趣意書」等を

活用し、十分な調査研究

（3）校長の選定に基づき、

を行い､選定を行う｡

教育委員会が令和2年度使用教科用図書の

採択を行う。

4 教科用図書の内容に関し、考慮すべき事項

令和2年度に市立高等学校等において使用する教科用図書について
l

は、千葉県教育委員会の通 知等をもとに、地域や学校の実態、課程や

学科の特色､， 生徒の心身の発達段階及び特性を勘案する。

5 情報公開評

採択の透明性及び公正確保の観点から、採択事務の終了する令和元

る資料を公開する。年9月1日以降、採択に係

｜
Ⅱ
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

令和2年度使用高等学校用教科用図書の採択方針について、千葉市

教育委員会組織規則第8条第10号の規定により、議決を求めるもの

であります。



令和元年5月27日

令和元年千葉市教育委員会会議第5回定例会

［参考資料］

議案第24号 第25号関係 ・・・・・・・・・・ 1

'



！議案第24号・第25号関係
Ⅱ 己

③
教学指第9－6号

平成31年4月15日

各市町村教育委員会教育長様
6，

千葉県教育庁教育振興部学習指導課長．

（公印省略）

20加年度(新元号2年函使用教科書の採択事務処理について(通知) 1

1

このことについて、平成31年3月29日付け30初教科第33号で、文部科学省

'初等中等教育局教科書課長から別添写しのとおり通知がありました。

ついては､教科書採択に関して、事務処理が適正に執行されるよう御配慮願いますb

P

担当．

教育課程室山本将秀

電一話043－223－4059

FAXO43-221－6580 ’
！
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30初教科第33畳
平成31年3月29日

〈
各都道府県教育委員会。 、

教科書関係事務主管課長殿、
G

●
ぴ

夕

ﾛ

文部科学省初等中等教育局教科書課長
． 森友浩由

r

ひ

､■

⑧

(印影印刷）

牛

2020年度（新元号2年度)使用教科書の採択事務処理について（通知）

教科書採択の公正確保については，．-F教科書採択における公正確保の徹底等 一
について｣．（平成31年3月29日付け30文科初第1853号文部科学省初等中等 ‘
教育局長通知）において通知したところですが，円滑な採択事務処理について
は，下記事項にも十分留意いただくようお願いします｡．

なお,本通知ぱ,貴教育委員会の教育長及び教育委員,知事部局を含む関係 ．
部署のほか，:境内の市町村教育委員会並びに国立学校，公立大学法人が設置す
る学校及び君立学校を含む全ての学校に対しても周知いただくようお題いしま
す｡， ， ′

〃
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【担当】

文部科学省初等中等教育局教科書課企画係
一 電話03'(5253)4111内線湾76 _
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1 採択･に当たつ

（1）小学校用教
全ての教科

（2）中学校用教

． 「特別の教

るが，平成30

の教李
幸拝字

的には前回の平成26年度検定合格図書等の中から,採択を行うこととなる
こと。

このため,採択において参考とできるよう，平成26年度検定合格図書に
・ 関する教科書編集趣意書を文部科学省ホームページに掲載しているほか，

平成27年度教科書見本の時点から変更のあった箇所についてまとめたも
のを,･一般社団法人教科書協会より各都道府県教育委員会に対して4月中

・ に送付することを予定していること。 、

例年どおり，採択権者の判断と責任により，綿密な調査研究を踏まえ龍￥
上で，適切に採択が行われることが必要となるが，その際、4年間の使用
実績を踏まえつつ,･平成27年度採択における調査研究の内容等を活用する

．ことも考えられろ．こと。 ．

（3）高等学校用教科書の採択について

、現行の高等学校学習指導要領（平成21年文部科学省告示第34号。以下
「平成21年学習指導要領」という。）の適用を受ける生徒が使用する教科．
害は， 「高等学校用教科書目録(2020年度.(新元号2年度）使用）」の第

一‐ 1部に登載されている教科書の.うちｶﾐら採択しなければならない二と。
従前の高等学校学習指導要領（平成11年文部省告示第58号。以下「平 、

成11‘年学習指導要領｣‘という。）の適用を受ける生徒が使用する教科書は， ，．
同目録の第2．部に登載されている教科書のうちから採択すること。

（4）学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書の採択について
①学校教育法等の一部を改正する法律（平成30年法律39号）による改
、正後の学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「改正学校教育法」 と

いう。 ）・附則第9条第1項の規定により特別支援学校の小学部及び中学
部並びに特別支援学級において使用する教科書以外の教科用図書（以下

．「特別支援学校・学級用一般図書」という。 ）の採択並びに同条の規定
、 により高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を

. 含む。）において使用する教科書以外の教科用図書の採択に当たっては，
採択権者は教科の主たる教材として教育目標の達成上適切な図書を選定

． するとと。

②特別支援学校･学級用一般図書の採決に際し丈は,蛍ずは文部科学省 ．
．、著作教科書の使用の適否とともに，文部科学大臣の検定を経た下学年用

教科書の採択の適否を＋分考虚すること。その上で， これら以外の図書
を採択することが適当である場合には，以下の（ア）から（オ）までの

． 事項に，特に留意す．ること。

Ⅱ
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厚

息童生徒の障害の種類・程
に字，表現ず挿絵。取り報

度，能力・特性に最もふさわしい内容 ．．
う題材等）の図書が適切であること。

．（イ）可能な限り体系的に編集されており，教科の目標に沿う内容を持
つ図書が適切であること.（特定の題材又は一部の分野しか取り扱っ
ていない参考書，図鑑類,.問題集等の図書は適切ではない。 ）。

（ウ）上学年で使用する図書や，採択する他教科の図書との関連性も考
．・虚すること。．

「

(エ）価格については，前雫度の実績を考慮するなどしI高額なも･のに
偏ることのないようにすること。

（オ)別途送付している「平成32年度（新元号2年度）用一般図書一覧」
（平成.31年3月1日付け事務連緒参照）を参考にじつつ，それ以外
の図書も含めて最も適切なものを採択すること。．．

③拡大教科書及び点字教科書の．うちボランティア団体が作成するものに
ついて，全分冊の一括供給が困難である場合においては，年度当初の授 ．

． 業で使用･される分冊が授業開始前に供給され，以降の供給も授業に支障
．． が生じない時期に供給可能であることが必要であるこど。

なお,分冊となっている一般図書や弱視児童生徒のための拡大教科書，
‐ 点字教科書については，教科書と同樺に分冊本を採択できるが，その供

一給については,教科書と同様の時期に一括して行われるものであること。。

④特別支援学校・学級用一般図書を採択する場合には，採択した図書が
支障なく供給されるよ･う図書の種類, ､発行部数及び発行者の所在地等に
ついて把握した上で,･平成3．1（201,）年度中に供給可能であるかどうか
を十室分に確認しておくこと。 ・

・ ‐ なお， 2020年度（新元号2年度）用特別支援学校・学級用一般図書の
・ 需要数を取りまとめ･た後，改めて文部科学省か･ら当該発行者に対し，供．

駕蹴鰯霞蕊撚醗跳甫鱗蝶鷲蕊
． すること。

Gb

I

Ｉ 2教科書見本の送付について

（1）教科書見本の送付先と送付部数の上限は『教科書採択の公正確保につい
． 、て」 （平成3‘1年3月29日付け30文科初第1854号文部科学省初等中等教．

育局長通知）において教科書発行者に対して指導がなされているので参照
すること。

（2）教科書発行者に対しては，採択事務に支障のないよう教科書見本を制作
し次第， 4月末日。（教科書センターについては5月末日）ま･でに送付する
よう求めてもいること。

（3）高等学校用教科書見本につし§ては；各高等学校にも送付できることとし
ているが,･翌年度以降の採択替えの際の調査研究に支障が生じないよう，

・各学校において教科書見本の適切な保管・管理を行うよう努めること。 、

’
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3教科書展示会について ＆

（1）教科書展示会は，教育関係者の教科書研究の便宜を図り，一般公開を通．
じて,､地域住民等の多くの方々に教科書に触れていただくための取組であ

り，教科書展示会の開催に係る経菱は,地方交付税で措渥されていること。

（2）教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第･132号）第5条の規

定に基づく教科書展示会はj例年どおり， 6月10日以降の最初の金曜日で．．

ある6月14日から14日間（法定展示期間）開催すること（平成31年文部
．.･科学省告示第41号）。．

（3）法定展示期間外であっても”教科書展示会を開催することは可能であり，
‐ 法定展示期間の前後にも展示を行ったり，･移動展示会や図書館や公民館等
．における展示を行うなど，広く地域住民の方耗が，展示会に参加できるよ ・

う工夫すること。
． また，拡大教科書及び点字教科書や，学習障害やその他発達障害等によ

り，教科書に一般的に使用されている文字等を認識するこ・と添困難な児童
生徒向けに作成されている音声教材についても，教科書展示会等の擬会を．
活用し，普及促進を図っていく.ことが望ましいこと。その際,.･平成27年3

‐月に全国の教科書センターに配布したサンプル集や,平成･29年1月に全国
の都道府県教育委員会及び市町村教育委員会に配布したサンナル集を活用 ：

することも考えられること。 ．

（4）都道府県教育委員会は，教科書展示会において，改正学校教育法附則第
9条第・1項に規定する．教科用図書を展示する．ことができるが，その際， こ
れら･の図書の見本は,､基本的には都道府県教育委員会が購入することが適

一 ・切であることも ．

（5）各都道府県教育委員会は, -教科書展示会の開催時期・場所等について，

教育関係者はもとよりぅ保護者等広く一般に.も積極的に周知を図る･こど。 ．
なお,､文部科学省ホームペー･ジにおいても，各都道府県教育委員会が開催

する教科書展示会についての情報を公開まることとしている二と‘

（6）･教科書見本が送付されない場合を除い･て，教科書展示会の出品教科書に
ついては，その取扱い上の差別をしてはならないこと。

妄

（7）上記の教科書展示会に出品された教科書見本については，展示後1年間

、 保存することとされていることに留意すること（翌年度使用教科書のみ) 。、

4需要数報告について

(,）需要数の報告ぱ,文部科学大臣が教科書発行者に対して行う発行指示の
基礎となる数を把握するため.のものであり，都道府県教育委員会において二
は，国立学校，公立大学法人が設置する学校及び私立学校分も含めて需要
数の把握を適切に実施し，報告後に生じたやむを得ない事情による場合を 、

除き，可能な限り正確な需要数を把握するものとずること。
（2）都道府県教育委員会においては，市町村教育委員会等からの需要数の報

告について，適切なスケジュール管理を行い，各都道府県教育委員会から
文部科学犬筐への需要数報告期限（9月16日）を遵守すること。． ．
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（3）需要数報告後の大幅な需要数変更は，教科書の発行及び供給に混乱を生
・じさせるこ･とにもつながりかねないので，学校や学科の新設・廃止等，新

たに採択する必要が生じた場合によるほかは，極力変更がないよう，正確
な需要数の把握に努めること。 ．′

なお，やむを得ない事情により需要数を変更する場合には，採択権者は
都道府県教育委員会及び教科書取扱書店に，都道府県教育委員会は文部科
学大臣に報告するとと.もに，教科書・一般書籍供給会社に連絡すること。

・また， この需要数報告の変更及び連絡は；教科書の製造・供給に支障が生．
じないよう,遅くとも教科書を使用するこどと奉る年度の前年度の12月末.

‐までに行うこと｡、 ざ

(4う高等学校においては，平成21年学習指導要領の適用を受け_る生徒が使用
する教科書と,平成11年学習指導要領の適用を受ける生徒が使用する教科

一書は異なるので；需要数報告に当たっては混同することのないよう十分注
・意すること。

（5）特別支援学級・学校用一般図書及び教科用特定図書等の需要数報告につ
．いては，別途送付ナる通知を参照すること（※教科用特定図書等：教科書に代

えて使用する拡大教科書及び点字敏料書）。

（6）昨年度と同様，必要とする児童生徒に音声教材を円滑に提供できるよう，
障害のある児童生徒が使用する音声教材の需要数を把握するための飼査を

・実施予定であること。なお，教科書関係事務主管課のみではなく，特別支
援教育関係喜務主管課とも連携を図り，音声教材の需要を適切に把握し、・
普及推進に積極的に取り組むこと。 。．

’
0

5教科書センターについて．

（1）教科書センターは,．-教科書を常時展示し，教科書の調査研究の便宜を図
るとともに,.保護者や地域住民等も利用することを目的として段けられた
施設であること。．．

（2）･教科書センターについては，新設，移転（住所表示の変更を含む。） も
｡′ 名称変更，廃止の場合又は既設の教科書センターにおいて展示する教科書、

の種類（小・中・高・特別支援学校).の変更があった場合には；その旨を
文部科学省初等中等教育局教科書課に報告すること。

報告の犠珂ま任意であるが，教科書センターの名称，住所，設置場所,・・
電話番号，展示教科書の種類について，変更前と変更後のものが分かる形
で示すとともに、変更後の都道府県内の教科書センタ室の一覧表及び変更
についての簡単な理由を付記すること。

6義務教育諸学校用教科書の採択地区の設定又は変更にらついて

（1）.採択地区がより適切なものとなるよ･う，採択地区の設定又は変更に当た
っては，各市町村教育委員会の意向等を踏まえるとともに；随時その状況
を把握すること。

（2）採択地区を設定し，又は変更したときは，無償措置法第12条第3項の規
｡
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定に基づき，告示を行い，関係者に周知するとともに，文部科学大臣にそ
の旨を速やかに報告すること。その際，以下の資料を添付すること。

①採択地区変更に係る告示の写し ．

②採択地区の区域及び名称を明示した地図（構成市町村の境界を点線で

示すこと） ． ． ．‐ 二 一-－－． → －－－ －旨③採択焔区変更に係る理由書
④変更前及び変更後の採択地区の名称及び構成市町村名等を対照する害．
、類

（3）採択地区の変更に際して，教科書の採択方法・給与の可否等に不明な点
がある場合には；事前に文部科学省初等中等教育局教科書課まで相談する
こと‘ ． ． ． ・ 2

､

p

小学校.・中学校・高等学校用教科書の今後の検定・採択のスケジュールに
ついて ．

7
P

小学校については2020年度(新元号2年度)次ら”中学校については2021 .
年度（新元号3年度)･から．,.高等学校については2022年度（新元号4年度）

巴

から，新しい学習指導要領が実施される矛定となっており，2020年度以降の
採択事務処理の準備に当たっては，今後の検定・採択のスケジュールについ
ての別記の表を参照すること。

0
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【別記】検定・採択の周期 『 ：

◎：検定年度

△.g･直近の検定で合格した教科書の初めての採択が行われる年度
O:使用開始年度（小・中学校は原則として4年ごと) _
◆言 「特別の教科道徳｣･の教科書の検定年度

▲g直近の検定で合格しだ.F特別の教科道徳」の教科書の初めての採択が行．
われる年度

●5 「特別の教科道徳」の使用開始年度一

※小学校には蕊務敬育学校の前期謀程･を，中学校には義務教育学校の後期課程及び中
等教育学校の前期課程を，高等学校には中等教育学校の後期課狸を含む．

※：太線以降は，学習指導要領改訂後の教育課程，の実施に伴う教科書についてである｡
蕊小学校における平成30年度.中学校における平成31年度においては. ｢特別の敦 ･
科・道徳』を除く各教科の教科書についての採択が行われる。

年度（西圃

慰、
年

■

学校種別等区分

F ロ■■■■■■~■直茸ヨ
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② 教学指第92号

教職第5 7号

平成31年4月1．5日

各市町材教育委員会教育長様
！

千葉県教育委員会教育長

（公印省略）

教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）
』

このことについて、平成31年3月29日付け30文科初第1853号で、文部科学省

初等中等教育局長から別添写しのとおり通知がありました。

これらのことを踏まえ、今後の教科書採択Iごついては、各採択地区協歳会委員及び

． 調査員等の委嘱・任命にあたり、当人に対し教科書の著作・編集に参加・協力等した

者でないことを誓約した文書の提出を求めるなど、採択への関わりについて､･いかなる

疑念の目も向けられることのないよう、その公正性・透明性の確保に万全を期すよう

、お願いします。

ついては、教科書採択における公正確保の徹底等について、貴管下の小学校、

‐ 中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に周知願います6
. なお、教科書発行者の行為の内容又はそれに対する教員等の関与若しくは荷担の

内容・程度によっては､地方公務員法の規定に違反することになり得ることに留意し、

厳正な服務規律の保持について徹底するようお願いします。

”

’、

I

B

B ｡
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30蕊初第ユ8，53号

平成3ユ年3月2．9．日

各都道府県教育委員会教育長殿
● -

一

：

滴》

－－

ﾛ

文部科学省初等中等教育局長

永山‘賀 J｡

ヂ

一

｡

』
子

亭
守

《印影印剛
マ

●
凸

教科書採択における公正確保の徹底等腱ついて．.(通知）
己

1句

、 p

i

I
教科書は,全ての児童生徒の学校における授業や家庭における学習活動において重

要な役割を果たすものであり，その採択については，公立学校（公立大学法人が設置．

する学校を除く。以下同じ。）において使用する敦科害については当該学校を所管す
る教育委員会が，国立学校,公立大学法人が設置哉石学校及び私立学校において使用
する教科書については当該学校長が権限を有していますb

このためゥ敬科書採択は,･これらの採択権者の判断と責任により､，綿密な調査研究

．･を踏まえ主上で，公正性･透明性に疑念を生じさせるこどのないよう適切に行われる

《 ことが必要であることはちとより，‘採択権者である教育委員会や学校長は，採択結果．
やその理由について,保護者や地域住民等に対して脱明責任を果たすことが重要とな
りますb

教科書発行者においては, _業界団体である一般社団法人教科書協会が．中心となり，
「教科書発行者行動規範｣を制定するなど,信頼回復に向けた取組を進めてきました。 ‘

．しかし，教科書採択の公正確保のためには，教育委員会をはじめとする採択権者等に

おける取紐が引き続き不可欠であることは言うまでもありません｡ついては,平成30
年度における教科書採択の状況調査の結果(別添資料)'も踏まえ,教科書採択に当た
って，特に留意すべき事項を下記のとお･り通知しますので，貴教育委員会の委員及び

知事部局を含む関係部署のほか，城内の市町村教育委員会並びに国立学校,公立大学

法人が設置する学校及び私立学校を含む全ての学校，教師等その他全ての関係者に対

して周知いただくと.とも･に，これらの関係者と密に連携の上,平成31（2019)年度の
－ 〃

・教科書採択においても,教科書採択の公正確保の徹底に万全を期す‘ようお願いします。

なお，採択に関する事務処理の詳細については，別途，当局教科書課長から各都道

、
Ｊ
１

f

タ

府県教育委員会教科書関係事務主管課長宛てに通知していますので

し、事務処理に遺漏のないようお願ﾘ､しますb･ _
'
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’・・択 の徹塵

: b § ，当 又は ‐ の通(1）《

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182

号b以下.｢無償措置法Jという。）第''条の規定により各都道府県に置かれ
る教科用図書選定審議会（以下睦定審議会」という。）についてはj義務教

育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号b

‘以下･｢無償措置法施行令」という。）第9条第2項の規定により，･教科書採択
に直接の利害関係を有する者は委員となることができないとされているが,各

教育委員会や学校等において教科書の調査研究を行歓調査員等についても,教
科書採択に直接の利害関係を有する者を選任するととは不適当である.こと。

また,教科書採択に直接の利害関係を有しないまでも，教科書発行者か.ら個

、 ’
0

’別に協力ないしは意見聴取の依頼を受け,著作･編集活動に一定の関与を行う

など，特定の教科書発行者と関係を有する者を，選定審議会の委員又は調査員
等として選任することは適当ではないこと。

※ 「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」については， ｢義務

一 ．教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令等の公布,施行について」（平成28年6月20日付け28.文科初第432

号初等中等教育局長通知）の曉一2．留意事項」を参照すること。

※ このほか，採択権者である教育委員会における直接の利害関係のある事

件に関する扱いについては,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭

、 和31年法律第162号)．第14条第.6項を参照すること。
■ 呼

○このため，選定審議会の委員や調査員等の選任及びこれらの者が行う具体の

審議や調査研究に当たつでは，各教育委員会等における関係部署とも連携し，

教科書発行者との関係について聴取又は自己申告を求めるなどした上で,特定

一の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することのないよう留

意すること。

また，教科書発行者との関係について，一義的には，採択権者（公立学校に．

．おいて使用する教科書については当該学校を所管する教育委員会，国立学校,．”

公立大学法人が設置する学校及び私立学校において使用する教科書について

は当該学校長をいう。以下同じ。）において把握すべぎものではあるが，文部・
科学省から各都道府県教育委員会に対して， 4月末を目途に，平成29年度に

検定を経た教科書等の編著作者及び編集協力者に閑する情報を取りまとめた
ものを,また，教科書協会等から各都道府県教育委員会に対しては，教師用指

・ 導害及び教科書準拠周辺教材の執筆者に関する情報を取りまとめたものを送
一:;･ざ付する予定であるため，必要に応じてこれらの情報も参照すること。 。
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※これらの情報のうち教科書の編著作者及び編集協力者の「氏名」，職

業･勤務先」（新犠式においては所属に関する情報並びに｢勤務先｣及び『役，
鞠）， 『専門分野｣及びI担当箇所･役割」以外の情報については，教科・

書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与すること･のないようにする

ことを目的として提供するものであり.,それ以外の目的への利用は認められ

・てい‘ないことに留意す?ること｡．

※このほ力苓教科啓発行者が負担した交通費・宿泊鍵飲食費その他の費

用についても，本人からの申告によっては不明確な点等がある場合には，必

要に応じて教科書発行考に問い合わ辻を行うごと。 ．

《

g ①

.（2）數科書見本の取扱いについて

o教科書発行者から各教育委員会等に送付することができる教科書見本の種

類及び部数の上限については，毎年度,文部科学省から教科書発行者に通知し

ており，それ差超える教科書見本の送付,又は採択関係者(教育委員会関係者、
又は校長若しくは教師を含む全ての学校関係者その他教科書採択に関与し得

、． る全ての者をいう。以下同じ。）に対する献本若しくは貸与は認められていな
いこと･(平成31(2019)年度における敬科書見本の取扱いの詳細については, 、
別添「教科書採択の公正確保について］ （平成3工年3月29日付け30文科初』

第1854号初等中等教育局長通知）を参照のこと。〉。

． ・・近年。多くの教科書発行者が，従前より継続的に教科書見本の不適切な取扱

いを行っていたことが明らかとなり，それらの行為の中にほ採択関係者からの．
求めに応じて行われた例もあったことから，引き続き，採択関係者から教科書一

発行者に対して教科書見本の献本又は貸与を求めることのな腕よう, .くれぐれ
． も留謝言ること。 ．

e

~
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Ｉ
ｌ
Ｇ
Ⅱ
ｉ
ｆ
■
Ｉ

L

O高等学校の分校若しくは学科への教科書見本の送付又は平成29年度以前に

．検定を経た教科書の見本の送付を希望する場合筆,一定の場合には,採択権者．

から教科書発行者に教科書見本の追加送付を求めることを許容しているため,．

、これらの運用上のルールについて明確に･しておくとともに,､当該ルールを教科
書協会を通じて教科書発行者に予め示しておくことが望ましいこと。 Ⅱ’

i■

ゞ※、教科書見本の追加送付について，採択権者の判断により，具体の手綻を

学校長に委任することも差し支えないが,その場合には,事前又は事後に報
・告を義務付ける等により適切に状況を把握するこ．とができる措置を講じる

こと。

○こ．のほか,･採択期間における教科書見本の取扱いについて特に留意すべき事
項は下記のとおり。

言 ． ． ,
■
■
■
■
■
●
●
Ｂ
１

“
》

一
Ｊ
‘

ｒ
ｃや

？、
■

ト
ー
。

『
Ｉ
Ｕ

Ｊ
Ｏ
■秒
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ず

、

・ 教科書見本は，教科書の調査研究等を行うために不可次なものである一方

で,教科書発行者による教科書見本の送付は，教科書採択の勧誘を目的とし

たものであるとの毘餓に立った上で,教科書発行者と健全かつ適切な関係を

保つこ･と。

・ 教科書発行者から上限に満たない部数の教科書見本の送付があった場合

に,採択権者から当該教科書発行者に追加送付を求める．ことは差し支えない

が;教科書見本の送付は,教科書発行者の判断に委ねられるものであること

に留意し，無理な送付を求めることのないようにすること。
!

′ ・ 平成29年度以前に検定を経た教科書の見本についても，採択権者から教

， 科書発行者に送付を求めることを許容しているが，その趣旨は,.教科書採択

、に当たっての調査研究等の用に供するためであることに留意し,当該年度あ

るいは次年度以降の授業等の用に供することを目的として教科書発行者に

送付を求めることのないよう注意すること。

。．特に複数の市町村から構成される採択地区においては，數科害発行者から

送付があった教科書見本の部数が過多となることも考えられるため,その場

合に,･教科書発行者に教科書見本の引取り.を求めることは差し支えないこ

と。

． ただし,その取扱いについては教科書発行者間の公平性の観点に配慮する

‐ ことが必要であり，特定の教科書発行者の教科書見本のみ引取りを求めるこ

とは適切ではないこと。 ．

。
□
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
■
０
０
口
■
ロ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
０
口
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
０
Ⅱ
１
１
１
■
Ⅱ
Ⅱ
０
１
０
Ⅱ
１
１
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
０
０
１
１
Ｊ○教科書見本と併せて，又は個別に，学習者用デジタル教科書の部分サンダル

や内容解説資料その他教科書発行者が広く無償で配布する資料を受け取るこ
．とは差し支えない。ただし，資料の名称を問わず,有償の商品やサービスを無

償又は廉価に提供を受けるなど教科書発行者からの不当な利益供与が禁止さ

・ ．れていることにくれぐれも注意するこど。 ．

｜
’

○授業研究や教材研究等のための採択期間終了後における教科書見本の送付

は，平成31（2019）年度からは行われないため，教科書発行者に対して，教

科書見本の献本又は貸与を1求めることのないよう留意すること。:このため，

20'9年度以降は,採択期間に教育委員会等に送付された教科書見本を採択終
了後の授業研究や教材研究のために有効活用すること。

0

’
.（3）過当な宣伝活動等への対処について

○．採択期間においても，教科書発行者が，採択関係者に対して自らが発行しよ
Ｚ

、

■ 『

、

I
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｡

、

うとする教科書の宣伝活動を行うことに特段の問題はないが，その宣伝活動に

より，採択権者の判断に不当な影響を及ぼすことのないよう，文部科学省から

各教科書発行者に対しては，過当な宣伝活動等を慎むよう指導を行うととも

:に,教科書協会においても各会員に対して教科書発行者行動規範の遵守を求め
ているところである6

○このため,･各教育委員会等においても，これらを十分に踏まえ，域内の学校

とも情報共有をはじめ密に連携した上で，事前に適切な措置を誰ずること。そ

の際，文部科学省の指導や教科書発行者行動規範等に違反する行為について，

教科書発行者に求ある二とのないよう･にすることはもとより,教科書発行者か

・らそういった申出があった場合には明確に断るよう関係者への周知を徹底す．

るミと。
’
I

○教科書採択については，教科書発行者に限らず，外部からのあらゆる働きか

けに左右されることなく，静ひつな環境を確保し，採択権者の判断と責任にお
いて公正かつ適正に行われるよう努めること。

教科書採択に係る教育委員会の会議を行うに際じては,静ひつな審議環境の

確保等の観点から検討を行い,会議の公開･非公開を適切に判断するとともに，
傍聴に関するルールを明確に定めるなど，適切な審議環境の確保に努めるこ

と。 ’
■ I

○都道府県教育委員会は，外部からの働きかげについて域内における状況を適

切に把握し,過当な宣伝活動その他外部からの不当な働きかけにより公正かつ
適正な教科書採択に問題が生じていると考えられる場合にほ,各市町村教育委

員会・学校等において適切な措置を講ずるよう指導するとともに，速やかに文

一部科学省に報告すること。

・ 生た,仮に;円滑な採択亭務に支障を来すような事態が生じた場合や不当な
働きかけがあった場合には，警察等の関係機関ども連携を図りながら，毅然と

した対応を取ること。
夕

○文部科学省から教科書発行者に対しては，宣伝活動の過熱を防止するため，

採択期間においては，教科書発行者（教科書の編著作者及び編集協力者,.関連

する教材の執筆者並びにその他教科書発行者と実質的に関係する者を含む。 ）・

において，新たに採択される教科書に関する説明会，講習会又は研修会等を主

催しないよう，また，開催に関与ずることのないよう指導しているところであ

り，各教育委員会・学校等においてもその趣旨を理解した上で,適切に対応す
｡ること。

この点，採択権者が，教科書発行者間の公平性を確保した上で, ･教育委員会
関係者等の教科書採択に携わる者に説明を求める機会を設けることを妨げる

~

14



｡

｡

ものではないがjその際には，教科書発行者に過度な負担とならないよう，都

道府県教育委員会による開催が望ましいこと。また,､不参加の教科書発行者が

発行する教科書にづいて，不参加であることのみをもって，採択しないことと

する取扱いを行うなどにより，事実上典参加を強制することは適当ではないこ
‐と｡． ．

｡※ 「教科書に関する説明会，講習会又は研修会等」とば’関連する教材の

説明等を目的としたもののほか,教科書発行者又は教科書の編著作者若しく

は編集協力者の宣伝を目的どしたものを含み, ･2以上の学校の教師等を対象

としたものを想定しているが,疑義がある場合には，文部科学省に問い合わ
せ願いたい。

、

(4）
I

○検定申請本は行政処分の対象であり,教科書発行者に対して,1その内容にっ
・いて厳格な情報管理を求めていることから,教科書採択を勧誘するための宣伝

活動（実質的にそれと同視され得る活動を含む。）に使用することは一切認め

られていないものであ．り必その旨を，教科書検定制度の意義g役割とともに，

全ての学校・教師等への周知を徹底すること｡、

８
●
Ｔ

○上述のとお.りう文部科学省から各都道府県教育委員会に対して, 4月末を目
途に〕平成29年度に検定を経た教科書等の編著作者及び編集協力者に関する

情報を取りまとめたものを，また,教科書協会等から各都道府県教育委員会に

対しては,教師用指導書及び教科書準拠周辺教材の執筆者に関する情報を取り
まとめたものを送付する予定であるが，これらの者については,検定期間中に

検定申諸本若しぐはその内容の二部を了知し鱗又は特定の教科書発行者と関係
を有する.ものであることから，これらの者が教科書採択に関与することのない

よう留意すること。

一
〃

夕

１
１

0

(5）
、

について。

○質の高い教科書の実現のためには，日々の授業実践を通じて得られた教師等

の意見を反映することが必要不可欠であり，教科書の著作･編集活動の一環と

・して，教科書発行者が教師等から意見を聴取することは，大きな意義を有する

ものであること。また,教師等が行う授業研究や教材研究等の効果的な実施に
．当たっては,教科書発行者が有する知見を活用することも必要となると考えら

、れること｡.特に，学習者用デジタル教科書など新たな教材の開発等に当たって

は，両者が連携して研究等を行うことが重要となると考えられること。

○一方で，仮に教師等と教科書発行者の認識が教科書の著作・編集活動あるい

は授業研究や教材研究等の一環であったとしても，一般の国民ないしは地域住

『

I
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●

寺

民等から見れば,･教科書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせるものど受け．

止められかねないことからj'教科書発行者と健全かつ適切な関操を保つよう，
全ての学校・教師等に対して指導を徹底すること。具体的には，

・ 教師等が適正な労務に対する対価として金銭等を受け取る場合について，

場合によ:っては受け取らない場合も含めて，その可否・手続等について条例

一規則等において定める.とともに，教師等に対して，法令めほかそれらの条

例・規則等に従う必要がある旨を周知すること_．

・ 服務監督権者において，事前・事後を問わず，教師等か・らの相談に対応す

るなど適切な指導・助言を行うこと ．

・ 教師等が，法令等に違反して，教科書発行者による不適切な行為に関与し，

又は荷担した場合には，当該教師等に対して，懲戒処分も含めて厳正に対処

すること

等が考えられる。

特に,教科書発行者の行為の内容又はそれに対する教師等の関与若しくは荷

担の内容・程度によっては，地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条

（法令等及び上司の職務上の命令に従う珪務），第33条（信用失墜行為の禁・

止）又は第38条（営利企業への従事等の制限）の規定に違反することにもな

り得ることに留意すること。

I

’

1

1

文部科学省への情報提供について(6）

○本通知及び教科書発行者行動規範に違反する行為をはじめとして，教科書発

行者による不適切な行為が確認された場合には,速やかにその所属する教育委

員会・学校等に対して報告すべき旨を，全ての教師等に対して指導すること。

また，報告を受けた教育委員会・学校等にあっては，その行為が教科書採択
の公正性･透明性に疑念を生じさせるものである場合には,都道府県教育委員

会を通じて､文部科学省に速やかに情報提供を行うこと。

】

○文部科学省においては,都道府県教育委員会ある･いは教科書発行者等からの

情報に基づいて,教科書発行者による不適切な行為が確認された場合には,教
科書発行者名を含めて文部科学省ホームページ等において公表する予定とし

ており，各教育委員会等においても,域内で確認され淀教科書発行者による不
適切な行為について;教科書採択に携わる関係者において共有するとともに，
当該行為の内容に応じて公表することも検討すること。

、

柔択権者の判断と責任について(1）

'○教科書の採択に当たっては，国公私立を問わず，教師等の投票によって決定・

されるようなことはもとより，十分な審議や調査研究を経ずこれまでの憤例の

みによって決定されたり，事実上，一部の特定の教師のみによって決定された

グ

ﾛ

公
9
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ゆ

｡

りするなど，採択権者の責任が不明確になることがないよう，採択手続の適正

化に努める．こと。

O公立学校において使用する教科書の採択権限は教育委員会ｶﾐ有しており．,教・

育長及び委員の人数分の教科書見本が送付されることになっているが,教育長・
及び萎員への教科書見本の提供状況に関する調査結果(別添資料参照)を見る
と，必ずしも教科書見本が十分に活用されているとは言い難い6 要

このため，教育長及び委員が十分な時間的余裕を持って教科書見本を閲覧

・ し,その内容について適時吟味することができるような環境を整えること．が必

要であり,教育長及び委員に適切に教科書見本が提供されないことはもちろ

ん,教科書採択に係る会議における配布資料としてだけしか活用されなし､こと

も不十分であること。
｡ b ･

、

.O公立の高等学校並びに公立の中等教育学校及び併設型中学校において使用

する教科書については学校ごとに異なる教料書を採択することが可能であ･り，
・採択に当たっては各学校の希望を聴取することが通例となっているが,どれら

の学校において使用する教科書についても採択権限は教育委員会が有するも

のであり，単に各学校の意向に任せて採択を行うよ.うなことがないよう,採択
諸 権者としての責務を適切に果たすこと。．

この観点から，これらの学校において使用する教科書の採択に際して,各学

校から希望を聴取する場合には,事前に各都道府県又は市町村の教育目標等を．

.． 踏まえた教科書採択の基革となるべきものを各学校に示した上で,各学校の希

望を聴取しシ当該聴取結果を踏まえて,教育委員会において審査を行うことが

適切であること。

i

b

’○都道府県教育委員会においては，無償措腫法第10条の規定により，域内の

市町村教育委員会並びに国立学校,公立大学法人が設置する学校及び私立学校
の学校長が行う教科書採択に関する事務について指導,助言及び援助を行わな．
ければならないこととされており，適切にその責務を果たずことが必要である

こと。

I

夕

.(2）

○市町村教育委員会並びに国立学校,公立大学法人が設置する学校及び私立学

校において教科書の調査研究の期間が十分に確保できるよう，文部科学省とし

ても,調査研究に使用する教科書見本が遅滞なく送付されるよう教科書発行者

・に対じて要請するとともに，円滑な需要数集計のためにシステム及びその運用

を改善するなどの取組に引き続き努めることとしており，都道府県教育委員会

においても,市町村教育委員会等による需要数の報告の期限を更に遅くするな
ど，採択スケジュールについて不断の見直しを行うこと。

1

’

’
｜

’
〃
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･

：

○教科書の調査研究については:.必要な専門性を有し,公正.公平に教科書の
調査研究を行うことのできる調査員等を選任し,各教科等ごとに適切な数霞置

するなど体制の整備を図るとともに,調査員等が儲する資料については,採

一－2－－－－．択権者の判断に資するよう一層充実したものとなるよう努めること｡その際，
． より幅広い視点からの意見を反映させるために,保護者等の蔵見を踏まえた調

査研究の充実に努めること。

． 調査員等が作成する資料においてそれぞれの教科書について何らかの評定
＝を付す場合であっても，採択権者が十分な審詮を行うことが必要であり，必ず

ﾛ

■ 百一 一一

首位の教科書を採択・選定，又は上位の教科書の中かぢ採択・選定するこ.とと

するなど，当該評定に拘束力があるかのような取扱いを行うことにより,.･採択

擢者の責任が不明確になることがないよう留浄?ること。 ‐．

● ｡

畠

悪

』

F④

○文部科学省から教科書発行者に対しては,關査研究をはじめとする採択事務
に支障の生じないよう，可能な限り漏れなく教科書見本を送付するよう配慮を

.求めているところであるが,教科書発行者の判断により，教科書見本が送付さ
れない又ぱ調査研究に足る十分な部数瀧送付されない場合には,その範囲内で
調査研究を行うこととして差し支えないこと。，

許

ｰ

(3ソ の採択鋼について ●

『

○義務教育諸学校において使用する教科書の採択についてば,無償措渥法施行

‐ 令第14条第1項の規定により，当該教科書が使用される雫度の前年度の8月

．、31日までに行わなければならないとされている?こと｡・
守 巳

.O高等学校等において使用する教科書についてば,法令上,探択期限は定めら
れていないが，都道府県教育委員会から文部科学省に9月16日'までに教科書

需要数の報告をしなければならないとされていることを踏まえ,都道府県教育
君 巳

委員会において適切にスケジュール管理を行うこと。 。

、

ﾛ

空

(生）

‐ ・○義務教育諸学校において使用する教科書については，

条第1項の規定により,基本的に同一の教科書を4年H
いとされていること｡。

基本的に同一の教科書を4年間

令第15.

採択しなけれ躍ならな
』

〃

○その特例としても義務教育諸学校の教科招図書の無償措置に関する法律施行

規則（昭和39年文部省令第2号b以下「無償措置法施行規則」という。）第
■ も

6条各号に掲げる場合には，上記にかかわらず異なる教科書を採択することが・

できることとされているが,それ以外の場合に諺いては,採択替えを行うこと
はできないこと。 ．
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(5）
〃

○教科書採択に係る資料の公表状況に関する調査結果（別添資料参照）を見る

と，採択基準,採択結果や採択理由等について十分に公表されているとは言い

難い｡ .・

教科書採択の結果及びその理由等の公表に関し,義務教育諸学校について
は,.無償措置法第15条の規定により，採択権者である教育委員会並びに国立・

学校,公立大学法人が設置する学校及び私立学校の学校長に努力義務が課され

ているところであり,採択権者においては5上り･一層採択結果及びその理由

をはじめとする教科書採択に関する情報の積極的な公表に取り組み,採択に関
する説明責任を果たすことが求められること。

‐ また,.既に公表を行っている採択樗昔においてもj保謹者､や地域住民等が容

易にその情報を得ることができるよう，公表の時期・方法等について不断の改

一 ・善を図ろこと。 』 ‐

なお,共同採択地区においては,.採択地区協議会の事務局が公表する部分も
・・あると考えられるが，その場合であっても，共同採択地区を構成する各教育委

員会として,･ホームページに当該公表情報へのリンクを貼る等,主体的に公表
一に取り組むこと。 。

’

0

$

L

I

Ⅱ

I

○高等学校等において使用する教科書についても，義務教育諸学校において使

用する教科書に準じてその採択結果及びその理由等の公表に努めるなどによ

・ り，採択権者である教育委員会や学校長は，説明責任を果たすこどが求められ
~qL

・ること。 ‐｛

(6）

○障害その他の特性の有無にかかわらず児童坐徒にとって読みやすいもので

あることが重要であることから，各教科書発行者において，教科書のユニバー

サルデザイン化に向けた取組が進められているところである｡各採択権者にお

、いても，教科書の採択に係る調査研究に当たっては，教科書が障害その他の特
性の有無にかかわらず児童生徒に.とって読みやすいものになっているかどう

・かについても比較検討することが望ましいこと。

(教科書発行者による取組の例) ．
①ユニバーサルデザインフォントに関する取組

・ルビのフォントを大きくしたり；ゴシックにする。

・本文，グラフの線や数字に太いフォン･卜を使用する。

②カラーユニバーサルデザイ.ンに関する取組

。､色覚の特性に配慮した見やすい色を使用する。

． ・色だけで情報を伝えないよう，グラフ等で線の種類を変えたり，模様を付

’

一 夕

『

’
1Q
圭一



｡

▼

巴

ける。 .

③レイアウトに関する取組 ．

・重要な部分を囲むことにより明確に視覚化する。

・写真を重ねる際ほ，境目をわがりやすくする。

…里_哩型_笙産里数畳…墜塗土至萱…エー
平成31(2019)年度における教科書採択については，上記のほか下記事項を踏ま

えた上で，採択楕者の判断と責任により適切に行うこと。

（1）.小学校用教科書について

○平成31(2019)年度においては，学校教育法等の一部を改正する法律（平成
30．…律第39割による改正後の学校教育法（昭和22年法律第26号｡以下

．「改正学校教育法｣.という。）附則第9条第1項の規定により教科書以外の教
・ 科用図書を使用する場合を除き，追って送付する小学校用教科書目録(2020
‐ ・ 年度（新元号2年度）使用).に登載されている教科書のうちから採択しなけれ

ばならないこと。

●

(2）中学校用教乗 書について, ■里

○平成31（2019）年度においてはD I誇別の教科道徳」以外の教科書につい
て新たに採択を行うこととなるが,改正学校教育法附則第9条第1項の規定に
より教科書以外の教科用図書を使用する場合を除き,追って送付する中学校用
教科誉目録(2020年度(新元号2年度）使用）に登載されている教科書のう
ちから採択しなければならないこと。

(3）

①小学部

○平成3i(2019)年度においては,改正学校教育法附則第9条第1項の規定に
より教科書以外の教科用図書を使用する場合を除き,追って送付する特別支援

一 学校用(小・中学部）教科書目録（2020年度（新元号2年度）使用）に登載
・されている教科書のうちから採択しなければならないこと。

②中学部

Q平成31（2019）年度においては， 「特別の教科．道徳」以外の教科書につい

て新たに採択を行うこととなるが,改正学校教育法附則第9条第1項の規定に
より教科書以外の教科用図書を使用する場合を除き,追って送付する特別支援
学校用(小．中学部)教科書目録(2020年度(新元号2年度)使用)に登載

，されている教科書のうちから採択しなければならないこと。

P

(4）

○上記（1）～（3）にかかわらず，無償措置法施行規則第6条各号に掲げる
場合には，平成30年度に採択した教科書と異なる教科書を採択することがで

1
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、
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きること:。また，その場合には，教科書発行者に対して，調査研究等に必要な

.部数の教科書見本の送付を求めても差し支えないこと。
｜

’
高等学校用教科書について(5）

平成31(2019)年度においては，改正学校教育法附則第9条第1項の規定に
より教科書以外の教科用図書を使用する場合を除き，追っ.て送付する高等学校用

教科書目録(2020年度(新元号2年度)･使用）に登載されている教科書のうちか
ら採択しなければならないこと。

(6）

，特別支援学校，特別支援学級及び高等学校等においては，改正学校教育法附則

第9条第1.項の規定により，教科書目録に登載されて耐る教科書以外の教科用図
書を採択することができること。

”
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０
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Ⅱ
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8

（7）壬の他31 (20i9) ・平成31 (20i9)年度においては，中学校用教科書及び高等学校用教科書につ
・いて検定申請の受付が行われることとなるため，申舗受理種目及び期間を確認の

上,教師等と教科書発行者との関係に椎に留意すること。 ．

0

L

b ■

【参考】教科書検定の申請受付

http:"Wwmmex七・go.m/a_memx/shotou/kyoukasho/kentei/shins
ei.htm -元

■、

.【担当】・ ・

文蔀科学省初等中等教育局教科書課企画係
・電話03(5253)4111内線2576
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事 務 連 絡

平成31年4月26日

各市町村教育委員会

教科書関係事務担当者様

千葉県教育庁教育振興部

学習指導課教育課程幸長

「教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）」の一部訂正

について

ｆ

、

このことにつし』て、平成31年4月15日付け教学指第92号及び教職第57号で

通知したところですが、平成31年3月29日付け事務連絡で文部科学省初等中等教

育局教科書課から、別添写しのとおり一部訂正の連絡がありました。

ついては、貴所属関係職員へ周知願います。

『

担当

I 教育課程室山本

電話043－223－4

FAXO43=2,21-6

･将秀

059

580

、

冗句

≦≦



⑤ 事 ，務 連 絡

平成31年3月29日
、

各都道府県教育委員会教科書関係事務主管部課長

各都道府県.私立学.校主･管部課長
附属.学校を置く各国立大学法人の長

附属学校を置く各公立大学法人の理事長

殿，

文部科学省初等中等教育局教科書課

｢教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）」の一部訂正について

平成31年3月.29日付け文部科学省初等中等教育局長通知「教科書採択におけ
る公正確保の徹底等について」 (30文科初第1853号）において、表記の誤りが

ありましたので、下記のとおり訂正いたします｡．

記

教科。 正。保の徹底

（1）教科用図書選定審議会の委員又は調査員等の選任について

訂正前:○このため，選定審議会の委員や調査員等の選任及びこれらの者
が行う具体の審畿や調査研究に当たっては，各教育委員会等にお

ける関係部署とも連携し，教科書発行者との関係につい,て聴取又

は自己申告を求めるなどした上で;特定の教科書発行者と関係を
有する者が教科書採択に関与することの.ないよう留意すること。

． また，教科書発行者との関係について，一義的には，採択権者

（公立学校において使用する教科書については当該学校を所管‘
する教育委員会,国立学校,公立大学法人が設置する学校及び私

・ 立学校において使用する教科書については当該学校長をいう。以

下同じ。）.において把握すべきものではあるが，文部科学省から

各都道府県教育委員会に対して， 4月末を目途に，平成29年度

に検定を経た教科書等の編著作者及び編集協力者に関する情報

を取りまとめたものを；また，教科書協会等から各都道府県教育

委員会に対しては,教師用指導書及び教科書準拠周辺教材の執筆

者に関する情報を取りまとあたものを送付する予定であるため，
必要に応じてこれらの情報も参照すること。

･訂正後：○ このため，選定審議会の委員や調査員等の選任及びこれらの者

が行う具体の審議や調査研究に当たっては1各教育委員会等にお

ける関係部署とも連携し，教科書発行者との関係について聴取又
J ■､

〆 ﾕ

I

｡

I

23



は自己申告を求めるなどした上で，特定の教科書発行者と関係を

有する者が教科書採択に関与することのないよう留意すること。

また，教科書発行者との関係について．，一義的には，採択権者

（公立学校において使用する教科書については当該学校を所管

する教育委員会,:国立学校, ･公立大学法人が設置する学校及び私
立学校において使用する教科書については当該学校長をいう。以

下同じ。）において把握すべきものではあるが，文部科学省から

各都道府県教育委員会に対して， 4月末を目途に，平成30年度

に検定を経た教科書等の編著作者及び編集協力者に関する情報

を取りまとめたものを，.また，教科書協会等から各都道府県教育

委員会に対しては，教師用指導書及び教科書準拠周辺教材の執筆

者に関する情報を取りまとめたものを送付する予定であるため，

必要に応じてこれらの情報も参照すること。

(4）

訂正前:○．上述の.とおり，文部科学省から各都道府県教育委員会に対して，

4月末を目途に，平成29年度に検定を経た教科書等の編著作者

及び編集協力者に関する情報を取りまとめたもの茜，また,教科
書協会等から各都道府県教育委員会に対しては，教師用指導書及
び教科書準拠周辺教材の執筆者に関する情報を取りまとめたも

のを送付する予定であるが，これらの者については，検定期間中
に検定申請本若しくはその内容の一部を了知し,又は特定の教科

書発行者と関係を有するものであること.から，これらの者が教科

書採択に関与することのないよう留意ずること｡・

訂正後弓○上述のとおり，文部科学省から各都道府県教育委員会に対して，
4月･末を目途に，平成30年度に検定を経た教科書等の編著作者

及び編集協力者に関する情報を取りまとめたものを，また，教科

書協会等から各都道府県教育委員会に対しては，教師用指導書及

び教科書準拠周辺教材の執筆者に関する情報を取りまとめたも．

のを送付する予定であるが，これらの者については，検定期間中

に検定申請本若しくはその内容の一部を了知し，又は特定の教科

書発行者と関係を有するものであることから，これらの者が教科

書採択に関与することのないよう留意すること。

以上

L

【担当】
文部科学省初等中等教育局教科書課企画係

・電話03 （5253):4111 内線2576
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30．文科初第18諺54号

平成3.ユ年3月29，日
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各教科啓発行者殿
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文部科学省初等中等教育局長
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. ．．教科書採択の公正確保について（通知）
. _F

｡Q

：．
＝ 凸

● 争

い

■‐

我瀞国においては, ､民間主体であ毒教科啓発行者が教科書の制作に主たる役。
：割を担っ軍おり,-宣伝活動についても－釜的:にはその判断と責任に委ねられて．

ざ ・ぃ産すが，教科書が，全ての児童生徒が必ず億用するものであることに鐙みれ, ．
． 旨"． ・ ・感．その採択に商い公正性と透明性が求あられるこどは貢う窪でも左く，教科．
．．．、・書発行者においても，モの意味を十分に麗織;し，教科番の制作に鋸わる者とし ． ’

．‐ での自覚と責任悪持つずて自‘らの活動を律することが必要となります｡．
… ． 敦科書採択の公正鍵・透明性に疑念を生じ‘させる事態が二度と生じる.ごとの ＄．

；､ 蕊鵠緬溌簿織篭篭瀦機寵麓撫綿溌 ､
政…職でいくこと鱗不可蕊と…す｡ :: ｜： ’． 、何の意味もなさない二･ど旗ら､。その責務を負う教科書発行者における徹底した

． ‐このたあ, 各教科書発行者において，同行動規範及びそれを具体化する．たあ；・ ・ ・
・の社内ルール（教科書協会に非加盟の教科書発行着陸おい誼は同行動規施に軍 ． ．

． ． じて策定しだ社内ルール）に基づき， 自らの活勵に如何なる疑惑の目も向けら．、
れることの･な呼よう＄教科書の著作・編集から検定，採択,､供給に至るあらゆ

、 る段階における敦科書採振の公正確保に努めていただくことが諌められ輩す。 ． ’・ ．ついてば，宣伝活動等に関じ,特に留意すべき事項について通知しますので，
． 教科書の編著作者及び福集協力者並びに関連する教材の執筆者を含む全ての関．
．、 孫者への周知と併迂て，これらに違反左いしば逸脱う-る行為を社内全体として ・

・防止するための措置，取組に万全を斯していただくようお願いじます． ． ．．、 ．
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（採択期間における教科書見本の取扱いについて） ． ． ． ‘
、． ．.o近塙、多くの教科書発行者が,.教科書見本の不適切な取扱いを行ってし､.： 。
_ろ. ，、たことが明らかとなり,該当の教科書発行者に対して改善を求めたところ

． である癖該当の教科害発行者においては,.引き続き,.-再発防止'のための
‐ 具体の譜置を砿実に謙ずること｡‐

o平成31.0'9)年度においては,採択棺者(公立学校(公立大学法人が′ f
‘ ．．。 設置ずる学校を除くb以下同じ6-）において使用する教科書’については当

一 ・ 該学校を所管する教育委員会，国立学校．公立大学法入誰設置する学校及． ．．
． ぴ載立学校において使用する教科書につし淀は当該学校長）による調査研 。

究に支障が生じないよう，敦科饗見本の送付先及び送付部数の上限にづい．、 ・
て下毘のどおりとする｡． ．． ． ：･ ・

こ

．[小学校用教科書]．

・・都道府県敦育委員念 ：． ・・ ・ ・ ’5．部
・政令指定都市教育委員会． ： ． ユ7．部． ．

､．中核市、特例市､.特別区教脊委員会． ： 8，部§

填雛蜜雛蔦霊謹む｡)、 ‘ (纏歳諭町村裁十忽)部
・国立学校，公立犬学法人が設煙する

己 . ！．．，:部．． 、学校及び裳立学校 ； ,
．・教科書ゼン汐一 ・・ ・ ． ： ．． ‐ 。"： ・ 2部

．．(※>･指定都市の区域内に設定された採択地区に里つむざては,4部を堂限とする。 ．
･ .M).地方教育行政の担織及び運営に関ずる法律(昭和31年法律第162号)第3条の

・ 規定により､教育長及び委員の灘が6人を超える場合には.その超える数1人につ
き1部を上限として追加で送付することができ＆ ・ ぎ

ー

。B
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”
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1
● ■

.[中学校吊教科書]。
●

．『特別心教科．
P

◇
ひ｡

つ 平成31(2019)年度は，法令に基づいて;･前年度と同一の教科書が
そ .探択されるこ．と．と'獲るこ‘とから，原則どして敬科書見本は送付できた

．．．．い°．． ：． ． ’ ≦

．． ただし塚.義務敦育篭学校の教科用図書の無償措低に関する法律施行
一． 規則(昭和弱年文部砦令篤2.号)第6条各号に掲げる場合にはj探択

権者か･らの個別の求めに応じ，上記『小学校用教燕書」の取扱いに準
・じて敦科害見本を送付すること瀧でき･ろ。： 、

B 守

’

’
1

◇

●

〃

‐◇が 争

､て新たに合格した図書がなかっただめ，基 へ

本的には教科書見本の送付を行うことはできず,･採択権者が保管して
いる見本本あるいは現行本陣よって対応される.こととなる。、

Z。

。． ただじ，紛失｡.棄損等の理由により各採択権者から希望があった場
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’ 。. ざ ． ． ：．

，合には,･上記_｢小学校用教詩書」の取扱いに準じて,‘その希望部数を ．・
送付するごと赦できる､。 霊
. ，ざ

｡ ■ 己 らG
三

[高等学校用教科書］ ：．

今ﾛ

､

.◇
ザ

c c qCFe平成30年度以前に教科書見本を送付していない場合には,下記のと ．
・ ・お.り送付す愚とと．ができ.ろ。 ‐

：､縦嬰獺藤驚鰯蕊l鰭轆鰯欝鯉:
．･ は差し支えない．｡

：、都患府県愛育畠員会一 ． 6部 ､ ，
： ：． ．

、畜等学校･(中等教育学校の後期課程及.： ．：
び特別支援学校の高等蔀を含む｡）を：， ・ 原則r部 ・

・・ ．､読管する．市町村教育妾具会． ： ．
．． ・高等学校に置かれる謀程.. _．． ：．．． ．原則垂部 ，

・・ ．（全日閥・定時制P通信閥） ．、 ．・ ・
・教科書センター： 1部．

‐ （※)池方較育行政の認織及び運営に関する法律第3条の規定により;･敬育長及び萎 ・・
貝の惑畠岳人を超える場合Iこは,その超える数1人につき1部を上限として追加で・.．

．、 三 ．送付することがで華‘ ．‐‐ ．垣1画すむことかで蚕画。 ‐ ‐
・ ～(※).學のほ力等採択梱者から個別に求めがあった場合健当餓採択梗者が敬料善採択 ．
。 ‐ ・ の権限を有する中等敬育学校の前掬課程及び併段型車学抹の数を上限とじて6．

． ‘ ，） 。．当餓採択権者Iご謝寸まき逵拳は蓋し支えない。 ．。 ．、

≧ ：（※)高等学校を所管する市町村敬育委員会から個別に求めがあった鑑合には，教育 . ．’． ．_長及び委員の数を土限として追加で送付することができる｡． ． ．、 課

． （※）採択梱者から個別に求めがあった場合に,当賎採択権巻が敦科香採択の枢限を
・有ずろ高等学校の分校又は各学科(普通科･専門学科邑錘合学科)に1部を上院と、写 ~

‐ ； 、して送付す愚ことは整し支えない.ただし.専門学科についてば,高等学校設混基．● C■ ■ ●

・ 埴【平成'6.年文郡科学省令第20号)第6条第2項各号に規定ずろ学科ごとに， 。｡ 己 寺

一 ． ､部を上限とする｡ - ． . . ．' ・瞥 ・ ． ； ．． ‘
P

．【その他留意すべき事項】。．

．..上寵部数は，送付することができる教科書見本の上限であ･るが，採択事” ．

；驚講慧農灘援簿都遣府県教育委員会”案醗に教科密の擁． ，可龍な限り漏.れ姪駕送付するよう配慮する
こと．(た渡し,職業に関する･教科についてば，各1部を送付することとし .

．.:．、・ て差し支えな聯。うfb, ･． ‐ ．
ご ロ

グ●

：
｡ ジ ｡ =

また』土途のよう.に｡公立学校において使用する教科書を採択する糧限 ，
ほ，当咳学校を所管子る敷育委員会が．有．しており,､教科書採択に当たうて．
の鯛査研究についてもその判啄と責任におし､て実施するものであること．．．．：

・がら，高等学校にのみ敦科書見本を送付心,･当咳高等学校を所管する教育， ． ．
委員会に送付しないといった取扱いは厳に慎むことも｡． ． . ．！。
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1

1

・ ・・上記を除雪-採択関係者(敦育委員会関係者又ぱ校長若しくは教師逓含. ．
。 む全ての学校関係者その他教科書採択に関与じ得る全ての者をいう。）へ ．
、；の教科書見本の献本又は貸兵は，名目の加何を問わず淫められていないと 、

5 ■Q , と（採択関係者からの求めに応じた献本又は貸与も同稼である6 ）_｡｡.．．
．特に，平成29年度以前に検定を軽た教科書の見本については，既に有

・償で販売されてV,ることがら,･採択関係者への不当な利益供与との疑念を ． ・
ざ . _ ｡ 生じさせることのないよう，その取扱いには．くれぐれも注意すること｡

・ 各学校への教科書見本の還付は,､原則とし元，郵送等によるものとし;． 、
茜 ・ 教科書発行者が持参する場合には，当該学校.の了解を得た上で行うこと。 ．

． ．また, .例年，教科書見本の管理が煩雑になるとの指摘も:あることから，‐ ・甲 ■ 4

・ 採択権者等への送付に当‘たわては，複数の種目の教科害見本を叢とめて送・

・付するj.送狩自録を添付ずる等の工夫を儲ずる零.う努めること。．
． ～・・ 敬料書見本については,･制作し次第,速幕かに送付恥4月末日 （教科

・書センターには5月末日）まで種送付が完了す石よう努める,ごとさ ・. 。
．：－

・ 教科書見本の送付先及び送付部数の管理を厳椎に行'八, ､文部科学省ある
：言 ．いば採択権者からの間合ぜに適切に対応できるようにすること。．

． ：． また．教科香憾会に加盟の教科書発行老にあってば；採択期間終了後距 ．
‐ 採択権者等に送付した教科書見本の緯部数註教科書憾会に報告すること。 ‘ ． ．

，：。- ．教科書の発行に関す胃る臨時措置法施行規則:(昭和二麺年文部省令第.15号j
第8条第念項の規定により.，都造府県敦育委員会.(又は教科番センター).： ‘ざ ‐：

におい七保存されている．教科書見本を教科書展示会に出品しよう.とする．
・ ときは蛍同条第3項の規定により。その旨を文部科学省及び都道府県教育 、 ．

委員会に対して，5月'末.日までに通知すること。 二
戸 ・教科書見本と併せて,内容解醜査料その他広く無償で配布する資轟を操

ﾛ ロ● ● ?

． 択権者等に送付することは差し支えないが,･その場合には；教科書見本と ．
‐. ..紛れのないようも外観に浜り容易に見分け瀧つく装丁, ･梱包とすること。 ・ ・・

：霞鯉蕊篭蕊謹鰹欝蕊蕊灘鷆蕊諾嚇：
・ 二 求めに応じで，高等学校の分校若しくは学科に教科書見本を送付する場合

・文ほ平成調年度以前に検定を経た教科書の見本を送付する場合等の具体・
の手鵠については,･各敬育委員会等が定めることとなるため産意するご・ 藍

● ウ ●

。． ど。 ．． ． ， ・ ・
③● 。｡

（教科書の編著作者及び謁集協力岩並びに関連する駿材の執筆者に関する情報・
' の取扱いについて）

I
b
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U
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I

蕊職蕊議篭襄潔蕊瀞:
、0平成

は，そ．
。 ．. 、 報を取

． ，教科書見本の送付時期である4月末日までに送付することとしているた
・ め，教師用指導書及び教科書準拠周辺教材の執蛙者に関する情報について 、

．も,･当麟者の同意を得た上で；敏科書協会に加盟の教我書発行者にあ式で．．
． は教科書協会を通じて;.非加盟の教科害発行者にあってば直接，同時期ま‘

でに各都道府県敦育委員会に送付すること｡．

． ○そのほか，交通費・宿泊菱，飲食費その他名目を問わず，採択関係者に ．
｡

夕
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I h h ｡ ；． ‐ 竜

係る何らがの費用を負担した場合に蕗その状況についても,採択権者か
． ．._らの問い合わ途に対応することができるよう適切極情報管理を行うこと･・ ・

戸

・ 確定申舗米の取扱唾について） ． ： ．‐ ．
、平成3il(20'91年度においては,中学校用教科書及び高等学校用教科霊に

．．ついて検定申請m受付が行われることとなるが，当咳検定に係る検定申請本．
・・の取扱いにづいては,教科用図害検定規則実施細則(平虜元年文部大臣裁定)“

=句 ・

・の規定のほか｡-･~E記事項を遵守すること｡． ．．
．、検定申鯖本及びその内容を,畠教科書採択を勧誘牙るための宣伝活動（妻 ．

、 :． 質的に．これと同視され得るものを含む｡.）には＝切用いない．こと。 ；。
． ‐ ~．.･検定申賭太及びその内容については,教科書の煽薯作者及び編集笛力者…、

．． のほか,'激師用指導書及び教科書準拠周辺教材の執筆者に，モの執筆に当．．
たって必要な部分を提供する場合を除v,てば・採択関係者その他の第三者 ．

． ･･･に対して提供又は開示を行わないこと･‘ ・ ・． ．． ．． ．．
－ 句 ．

‐.・・教科書の編著作呑及び鰯集協力者並びに教師用指導書及び教科書準拠周：
・ ・ 君一辺敬林の執筆者に検定申舗本の内容の一部を提供するに当・たっては，慌報、
‐ の取扱いに関する誓約書を取・り交わまとと･もに,､翌年度以降の教科書採択.… ．

に当たって，当餓春の窮騒及び所属蕨提供.した検定申読本の内容並びに支．
払いを行う対侭の額等に関する情報を都道府県教育委員会.等に提供す縛る．

‐ ． 、． ”こ:と波できるよ･う適切な情報管理を行う.こど｡...、

I

’
1

1

0 ｡ ■

… ‐(過当な宣伝活動等について） 、 ・ 男 ．二 ． ．‘ ．， ．:.． 、．
、.。 ・・ ・･採択瀧誉に生る教科書採択の判断に不当な影錘を及ぼすことめ牟いよう6

．‐ 下記事衷を遵守する渥普α過当な宣伝活動等は厳に慎むこ.と。'特に，媒択期． ．
．‘間におげる教科書発行者の活動は鱗その意図に関係なく。教科書採択の勧砺・ ・ ・

， ・ ・・を目的としている．と受け止められかねな恥ごとか隣採択関係者に対する不． ．
、 ‐公正な行為との疑念を生じさせることのないよ.うくれぐれも注意すること向

・ ：.･･､､探択関係者若しくは公職関係巻又はこれらの職におった者など採択関係 ‘ ，．
．者に影等力を及ぽ･し得る者（敦科書発行者の社員である者を除くわ）を教

： ・科書採択の勧露を目的とじた宣伝活動等に従事させないこと。 ．． ：
・ 採択関係者の自宅訪問は一切行わないこと｡。

・・ 採択期間においては，新たに採択される敦科書に関する説明会，購習会．．
． ‐ 又は研修会等..(関連ずる欺材の饒明等を目的としたもののほか，教科啓発 ．．

．．、行者若.しくは教科書の輻著作者著し:く．は編梨協力者の宣伝を目･的とした
． ・ もの又|はその．目的であると･の疑念を生じさせるおそれのあるも-のを合.

む向 ･)･を主催せず, .他の主体が主催するこれらの会詮の開催に原則として ・

１
１
．
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
９
ｌ
１
０
Ｉ
ｌ
△
Ⅱ
■
Ⅱ
■
■
０

旬■

．．．関与しないこと。また，教科書の編著作者及び輻集協力者,函運する教材． ．
． ． ： の執笠者並びにその他敦科害発行者と実質的｡な関係にある者に対しても，

，. _これらの取扱いについて周知まるこどにより,･教科書発行者によるこれら・
‐ の会競の主催ないしは開催への関与が禁止されていることの趣旨を損燕 ． ：
． ‐うこどのない．よ･う‘留意すること。・ ・・ ．

・・ 採択期間終了後に教科書見本,教師用指導書その他の教材等を減木する
． ．． こ･と又は教科書亭に関する醜明今講習会若しくは研修会等jを開催まるこ
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、

どを約するこ･と.を以て,､教科書採択の勧誘を行わないこと。 ．
． 。 ． ・・ 教科書や教師用指導書と類似若じくは同視じ得る資料を作成し,.又は自・

、ら行うと第三着をしてで｡ある．とを問わず配布しないこと｡． ､
．； 学校文は児童生徒への教科書の供給過程において、教科書以外の資料をr2 .

：‐ ・挿入?‘添付し，又は宣伝用の袋を使用するなどして教科書その他の教材等…■D B

・ の宣伝活動を行わないこと。 ． ． ．‐
‐： 名

．． ．． （不当な利盆供与の禁止にづi,て)・

瀞羅潔譲離職鯛雛繍
． ． 、 この点,･教科書発行者行動規範においては,･不当な利益供与として禁止さ

れる行為の具体例が挙げられているどともに，敦料書採択の公正性･透明性．
〃の確保の徹底を目的として，教科書，教師用指導書及び教科書準拠周辺教材 ．‐

． に関する意見聴取の埼価の支払い承禁止されている．こ．どに留意することg

竜 ． ． ． ． 。 i
〔その他） ・ 急 ． 録 ．‘9.

' - .O如何なる理由があろうと沼,自ら行うと第三者左してであるとを問わ顎, '- - ･ ;
・民 ・・・ 他の教科書発行者及びその発行ずろ教科書の内容に関す員誹講中鑑は，絶 一 ・
： ‐ 対に行わないこと。・ 胃 ご

2 : : ･ O本通知若しくは教科書発行者行動窺範等に違反し，又ぱ逸脱まる行為が・・． ．
、教科書発行者により請われていることが確謬された場合には,..敬科書発行 。 ．
・者名を含めて公表する･ど.ともにぅ.事案の内容に応じて，必要な法令f上の措・

・ 種を誌ずることどなることに留意すること。
． ，､鞍お，検定，採択, ､発行に関し不公正な行為をした申請者による当該事

: 饗寒難蕊識蕊繍鑿議懸~ ，
．！：．合には，速やかに当咳行為を停止ずる等め措迂を謙ず石とともに，文部科 ．．
． 学省に対じてその旨を．申し出･るごと6 ． 、蔦 ．．

｜･･ L

』
一 1

【担当I ＠ ．
文部科学省初等中等教育局教科書課企画係
・電話.03(5259)41.11内線2576， ．
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‘ 教育委員会会議第5回定例会座席表

5月27日

傍聴席(10席） 報道関係(3席）

総務課

課長補佐

総務課

総括主幹

教育総務
部長

教育次長
学校教育

部長
生涯学習

部長

総務課長
坐奉再更巨

ロ ■ーﾛーーー

生涯学習
振興課長

中央図書
館長

企両課長
教育指導

課長
教育支援

課長
文化財

課長

教育職員
課長

保健体育課
課長補佐

教育セン
ター所長

養護教育
センター

所長

教育給与

課長
学校施設課
課長補佐

総務班
主査

総務班 総務班


